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雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
～ 同一企業内における正規雇用労働者・非正規雇用労働者の間の

不合理な待遇差の解消 ～

（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）

１ 不合理な待遇差の禁止

（１）パートタイム労働者・有期雇用労働者・・・・・・ ２

（２）派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

（参考）「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要・・・・・ ５

２ 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化・・・・・ ６

３ 行政による事業主への助言・指導等や
裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ)の規定の整備・・・・・・ ６

見直しの目的

見直しの内容

（解説ページ）

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者

の間の不合理な待遇の差をなくし、

どのような雇用形態を選択しても

待遇に納得して働き続けられるようにすることで、

多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。

施行期日

2020年４月1日

※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法（注）の適用は2021年４月1日

（注）パートタイム労働法は有期雇用労働者も法の対象に含まれることとなり、法律の略称も

「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。

【省令・指針反映版】
[資料1][
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（１）パートタイム労働者・有期雇用労働者

「均衡待遇規定」の内容（不合理な待遇差の禁止）

①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情
の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止

「均等待遇規定」の内容（差別的取扱いの禁止）

①職務内容※ 、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、差別的取扱い禁止

※ 職務内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます。

１ 不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与

などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」を法律に整備しま

す。

パート 有期 派遣

均衡待遇規定 ○ → ◎ ○ → ◎ △ → ○＋労使協定

均等待遇規定 ○ → ○ × → ○ × → ○＋労使協定

ガイドライン（指針） × → ○ × → ○ × → ○

【改正前→改正後】○：規定あり △：配慮規定 ×：規定なし ◎：明確化

（現在）

（改正後）

均衡待遇規定の明確化
個々の待遇（※）ごとに、当該待遇の性質･目的に
照らして適切と認められる事情を考慮して判断
されるべき旨を明確化。
※基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練など

均等待遇規定
新たに有期雇用労働者も対象とする。

※ 派遣については派遣先との均等・均衡または労使協定による待遇決定（４ページ参照）

○ 均衡待遇規定

パートタイム労働者…規定あり ／ 有期雇用労働者…規定あり

○ 均等待遇規定

パートタイム労働者…規定あり ／ 有期雇用労働者…規定なし

どのような待遇差が

不合理に当たるか、

明確性を高める必要

がありました。

待遇ごとに判断
することを明確
化するため、

ガイドライン
（指針）
を策定。

（現在）

（改正後）

１

２

３

４

５

➍➎は４ページ参照

１

２

３

23



Ｑ１ 待遇を比較すべき「通常の労働者」とは？

Ａ 「通常の労働者」とは、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者（無期雇
用フルタイム労働者）をいいます。無期雇用フルタイム労働者とは、事業主と
期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者をいいます。
通常の労働者の中にも、総合職、一般職、限定正社員など様々な雇用管理区

分がありますが、それらの全ての通常の労働者との間で不合理な待遇差を解消
する必要があります。

Ｑ２ 総合職、限定正社員などの異なる正規雇用労働者間の待遇差はこの法律の
対象になりますか？

Ａ パートタイム・有期雇用労働法の保護対象となる労働者は、パートタイム労
働者・有期雇用労働者です。したがって、パートタイム労働者・有期雇用労働
者ではない、総合職、限定正社員などの異なる正規雇用労働者（無期雇用フル
タイム労働者）間の待遇差については、この法律の対象ではありません。

Ｑ３ 事業主は、均衡待遇を確保するために具体的にどのような取組みをすればいい
のでしょうか？

Ａ 同一企業内にパートタイム労働者・有期雇用労働者がいる場合には、まずは、
それらの労働者の待遇（賃金や教育訓練、福利厚生等）がどのようなものと
なっているかを洗い出してみましょう。
そして、個々の待遇が正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と同一

か否か、異なる場合には、その理由について、職務の内容、職務の内容・配置
の変更範囲等の違いなどによって「不合理ではない」と説明できるか否かを確
認してみましょう。待遇差が「不合理ではない」と言いがたい場合には、待遇
の改善を検討しましょう。
厚生労働省ホームページに「取組手順書」等を掲載していますのでご活用くだ

さい。

Ｑ４ 就業規則や賃金規定などの見直しに当たって、専門家の支援は受けられます
か？

全国47都道府県に置かれている「働き方改革推進支援センター」では、就業
規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など、『働き方改
革』に関連する様々なご相談に、労務管理・企業経営などの専門家が無料で相
談・支援をしています。
企業への個別訪問も実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

均衡待遇規定（パートタイム・有期雇用労働法第8条）
について（Ｑ＆Ａ）
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○ 派遣労働者と派遣先労働者との均等
待遇・均衡待遇規定を創設。

○ 教育訓練、福利厚生施設の利用、就
業環境の整備など派遣先の措置の規
定を強化。

待遇情報の提供義務

派遣 派遣元
均等／均衡

派遣元

労使協定

派
遣

派遣先

・賃金決定方法（次の(イ)、(ロ)に該当するものに限る）
(イ) 協定対象の派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と同等以上の賃

金額となるもの
(ロ) 派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるもの

・派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること
・派遣元事業主の通常の労働者（派遣労働者を除く）との間に不合理な相違がない待遇（賃金を除く）の決定方法
・派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること

（２）派遣労働者

１ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

（現在）

（改正後）

○ 下のいずれかを確保することを義務化します。（２ページの表 ）

（１）派遣先の労働者との均等・均衡待遇

（２）一定の要件を満たす労使協定による待遇

※ あわせて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する
派遣元への情報提供義務を新設します。

○ 派遣先事業主に、派遣元事業主が上記⑴⑵を順守できるよう派遣料金の額の配慮
義務を創設。

○ 均等・均衡待遇規定の解釈の明確化のため、ガイドライン（指針）を策定。
（２ページの表 ）

○ 派遣労働者と派遣先労働者の待遇差 ⇒ 配慮義務規定のみ

＜考え方＞
● 派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮する上で、
派遣先の労働者との均等・均衡は重要な観点です。

● しかし、派遣先の賃金水準と職務の難易度が常に整合的とは言えないため、結果として、派
遣労働者の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得ます。

● こうした状況を踏まえ、以下の２つの方式の選択制とします。
１）派遣先の労働者との均等・均衡待遇
２）一定の要件を満たす労使協定による待遇

★ 派遣労働者の待遇差に関する規定の整備にあたっては、

「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の選択制になります。

（１）派遣先労働者との均等・均衡方式

（２）労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式
派遣元事業主が、労働者の過半数で組
織する労働組合又は労働者の過半数代
表者と以下の要件を満たす労使協定を
締結し、当該協定に基づいて待遇決定。
(派遣先の教育訓練、福利厚生は除く。）

派遣先

４

５
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このガイドライン（指針）は、正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者

（短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇

差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例

を示したものです。原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に該当しない場合については、

各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。

基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や

福利厚生等についても記載しています。

（詳しくはこちら）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

※待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることにご留意ください。

給与明細書

基本給
円

役職手当
円

通勤手当
円

賞与
円

時間外手当
円

深夜出勤手当
円

休日出勤手当
円

家族手当
円

住宅手当
円

労働者の「①能力又は経験に応じて」、「②業績又は成果に
応じて」、「③勤続年数に応じて」支給する場合は、①、②、
③に応じた部分について、同一であれば同一の支給を求め、一
定の違いがあった場合には、その相違に応じた支給を求めてい
る。

労働者の役職の内容に対して支給するものについては、正規
雇用労働者と同一の役職に就く短時間労働者・有期雇用労働者
には、同一の支給をしなければならない。

また、役職の内容に一定の違いがある場合においては、その
相違に応じた支給をしなければならない。

※ 同様の手当…特殊作業手当（同一の危険度又は作業環境の場合）
特殊勤務手当（同一の勤務形態の場合）

精皆勤手当（同一の業務内容の場合） 等

短時間労働者・有期雇用労働者には正規雇用労働者と同一の
支給をしなければならない。

※ 同様の手当…単身赴任手当（同一の支給要件を満たす場合）等

会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについ
ては、正規雇用労働者と同一の貢献である短時間労働者・有期
雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしな
ければならない。また、貢献に一定の違いがある場合において
は、その相違に応じた支給をしなければならない。

正規雇用労働者と同一の時間外、休日、深夜労働を行った短時間労働者・有期雇用労働者には、
同一の割増率等で支給をしなければならない。

家族手当、住宅手当
等はガイドラインには
示されていないが、均
衡・均等待遇の対象と
なっており、各社の労
使で個別具体の事情に
応じて議論していくこ
とが望まれる。

基 本 給

役職手当等

通勤手当等

賞 与

時間外手当等

家族手当・住宅手当等

正規雇用労働者と短時間労働者・有期雇用労働者の賃金の決
定基準・ルールに違いがあるときは、「将来の役割期待が異な
るため」という主観的・抽象的説明では足りず、賃金の決定基
準・ルールの違いについて、職務内容、職務内容・配置の変更
範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理
なものであってはならない。
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【改正前→改正後】○：説明義務の規定あり ×：説明義務の規定なし

パート 有期 派遣

雇用管理上の措置の内容（※）（雇入れ時） ○ → ○ × → ○ ○ → ○

待遇決定に際しての考慮事項（求めがあった場合） ○ → ○ × → ○ ○ → ○

待遇差の内容・理由（求めがあった場合） × → ○ × → ○ × → ○

不利益取扱いの禁止 × → ○ × → ○ × → ○

6

２ 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化

＜雇入れ時＞
有期雇用労働者に対する、雇用管理上の措置の内容（賃金、教育訓練、福利

厚生施設の利用、正規雇用転換の措置等）に関する説明義務を創設。

＜説明の求めがあった場合＞

非正規雇用労働者から求めがあった場合、正規雇用労働者との間の待遇差の
内容・理由等を説明する義務を創設。

＜不利益取扱いの禁止＞

説明を求めた労働者に対する場合の不利益取扱い禁止規定を創設。

非正規雇用労働者は、正規雇用労働者との待遇差の内容や理由などについて、

事業主に対して説明を求めることができるようになります。

※賃金、福利厚生、教育訓練など

行政による助言・指導等や行政ＡＤＲの規定を整備します。

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。

● 有期雇用労働者・派遣労働者について、行政による裁判外紛争解決手続
（行政ADR）の根拠規定を整備します。

●「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政
ＡＤＲの対象となります。

３ 行政による事業主への助言・指導等や
裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ)※の整備

※ 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

【改正前→改正後】○：規定あり △：部分的に規定あり（均衡待遇は対象外） ×：規定なし

パート 有期 派遣

行政による助言・指導等 ○ → ○ × → ○ ○ → ○

行政ADR △ → ○ × → ○ × → ○7



Ｑ１ どの正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と比較して説明すれば
いいですか？

Ａ 待遇差の内容・理由の説明については、同一の事業主に雇用される正規雇
用労働者（無期雇用フルタイム労働者）のうち、その職務の内容、職務の
内容・配置の変更範囲等が、パートタイム労働者・有期雇用労働者の職務
の内容、職務の内容・配置の変更範囲等に最も近いと事業主が判断する正
規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）が比較対象の労働者となります。
※ なお、パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内で雇用される
すべての正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）との間で不合理な
待遇差の解消等が求められますので、ご注意ください。

Ｑ２ どんなことを説明すればいいですか？

Ａ 比較対象となる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）との間にある
待遇差の内容とその理由について説明します。具体的には、事業主は以下の
事項を説明します。
【待遇差の内容】
(1) 比較対象となる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）との間
で、待遇 に関する基準（賃金表など）に違いがあるかどうか。
(2) 比較対象となる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）とパート
タイム労働者・有期雇用労働者の待遇の個別具体的な内容または待遇に関
する基準（賃金表など）

【待遇差の理由】
比較対象となる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）とパートタ

イム・有期雇用労働者の①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、
③その他の事情（成果、能力、経験など）のうち、個々の待遇の性質・目的
に照らして適切と認められるものに基づいて、待遇差を設けている理由を説
明します。

Ｑ３ 説明方法はどうすればいいですか？

Ａ 事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者が説明内容を理解すること
ができるよう、資料（就業規則や賃金表など）を活用しながら口頭で説明するこ
とが基本です。

ただし、説明すべき事項を全て記載した資料で、パートタイム労働者・有期
雇用労働者が容易に理解できるものを用いる場合には、その資料を交付する等の
方法でも差し支えありません。

事業主は、労働者が説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをすること
は禁止されています。

待遇差の内容・理由の説明義務について（Ｑ＆Ａ）
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図表 2- 5　短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇差を点検・検討する手順

短時間・有期雇用労働者が「いない」場合 短時間・有期雇用労働者が「いる」場合

待遇差を是正す

る検討が必要

段階点検・検討手順

契約期間、労働時間の観点から現行の社員タイプの特徴を整理する

短時間・有期雇用労働者の存在の有無を確認する

問題とならない

と思われる

短時間・有期雇用労働者の社員タイプ別に待遇の種類と

「均等待遇」の対象者については 「均衡待遇」の対象者については

全ての待遇の

決定基準が

「同一」の場合

「同一」でない

待遇の決定基準

がある場合

個々の待遇ごとに「適用の有無」と「決定基準」について

通常の労働者との「違い」があるかを確認する

「適用の有無」

「決定基準」ともに

同一の場合

「適用の有無」あるいは

「決定基準」に

「違い」がある場合

当該待遇の「性質・目

的」を確認・整理する

説明が困難

「性質・目的」に照らし

て判断（３考慮）要素を

特定し、「違い」につい

て適切な説明ができる

かを検討する

説明できる

待遇差を是正す

る検討が必要

問題とならない

と思われる

問題とならない

と思われる

問題とならない

と思われる

「均等待遇」の対象と「均衡待遇」の対象となる

短時間・有期雇用労働者を確認する

個々の待遇の決定基準を確認する

第
一

第
二

第
三

第
四

24
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図表 3- 5　（再掲）通常の労働者に複数の社員タイプが存在する場合（例）

具体的な作業手順①
現状の社員タイプを確認する
30 ページのワークシート（第一段階／具体的な作業①）を用いて、２つの手順を踏んで取組対象労働

者と比較対象労働者を確認してください。

手順①：�自社の社員タイプの名称を書き出し、その社員タイプごとに、人数、労働契約期間、１週間の所
定労働時間の現状を整理し、その結果をワークシートの各欄に書き出します。

　　　　≪注意点≫　�比較対象労働者、取組対象労働者の中に、待遇について異なる取扱いをしている
社員タイプがあれば、分けて整理します。取組対象労働者の社員タイプが複数あ
る場合は、同じワークシートで別の欄に記入します。比較対象労働者は（１）欄に
のみに記入することとなるので、比較対象労働者の社員タイプが複数ある場合は、
それぞれの比較対象労働者の社員タイプごとに別のワークシートを作成します。

手順②：�社員タイプごとに、手順①で書き出した内容に基づき、取組対象労働者、比較対象労働者のい
ずれにあてはまるかを確認し、「取組対象労働者／比較対象労働者」欄に記入します。

（例） 短時間・有期雇用労働者との間で、
	 ア．①職務の内容又は②職務の内容・配置の変更の範囲が異なる
	 　　　正社員の社員タイプ（総合職・一般職）と、
	 イ．①職務の内容及び②職務の内容・配置の変更の範囲が同じ
	 　　　正社員の社員タイプ（店舗採用の無期雇用フルタイム労働者）	
	 が併存している場合

通常の労働者

総合職
（①も②も異なる）

一般職
（①は同じだが、②が異なる）

店舗採用の無期雇用フルタイム労働者
（①も②も同じ）

短時間・有期雇用
労働者

要均衡待遇

要均衡待遇

要均等待遇

29

113268_08-共通版.indd   29 2019/03/14   21:42:51

15



第
３
章　
第
一
段
階

図表 3- 6　「職務の内容」が同じか否かの判断手順

＜例＞
ある食品製造会社は比較対象労働者と取組対象労働者のドライバーを雇用しています。どちらもド

ライバーということで業務（職種）も中核的な業務も同じですが、比較対象労働者のドライバーには、
繁忙時や急な欠勤者が出た場合の対応が求められ、実際月末になると残業をすることが多い一方、取
組対象労働者のドライバーにはこれらの対応は求められていません。この場合には、業務に伴う「責
任の程度」が異なるため、「職務の内容」が異なると考えられます。

（２）「職務の内容・配置の変更の範囲」について
「職務の内容・配置の変更の範囲」の具体的な内容については図表 2-2（20 ページ）で説明しました。「職
務の内容・配置の変更の範囲」が「同じ」か「異なる」かについては、33 ページのワークシート（第一
段階／具体的な作業②）を用いて、以下の４つの手順と次ページの図表 3-7 に従って判断します。
なお、変更の範囲は将来の見込みも含めて判断されることから、有期雇用労働者の場合は、労働契約

が更新されることが未定の段階であっても、更新をした場合にはどのような取扱いになるかを考えて判断
することが必要です。

手順①：�取組対象労働者と比較対象労働者の転勤（勤務先の事業所が変更になること）の有無が「ともにあり」
か「ともになし」か「一方のみあり」かをみます。「ともにあり」の場合には手順②に、「ともになし」
の場合には手順③に進んでください。「一方のみあり」の場合には、「『職務の内容・配置の変更の範囲』
は異なる」ことになります。「一方のみあり」の場合は、均等待遇の対象ではなく、均衡待遇の対象
となります。

　　　　※�第三段階において均衡待遇を点検するに当たっては、職務の内容・配置の変更の範囲の違いも必
要に応じて検討しなければならないため、手順②は不要ですが、手順③の検討も行うことが望ま
しいです。

同じ
実質的に
同じ

著しくは
異なら
ない

異なる 異なる 異なる

例：「販売職」、「事務職」

※「中核的業務」とは、ある労働者に与えられた職務に伴う個々の業務のうち、その職務を代表する中核的なものを指し、与えられた職務に不可欠
な業務、業務の成果が事務所の業績や評価に大きな影響を与える業務、労働者の職務全体に占める時間・頻度において割合が大きい業務といった
基準に従って総合的に判断します。

与えられている権限の範囲、業務
の成果について求められている役
割、トラブル発生時や臨時・緊急
時に求められる対応の程度、売上
目標等の成果への期待度などを総
合的に判断します。

業務の比較例
パート 接客、レジ、品出し

接客、レジ、品出し、商品陳列正社員
★中核的業務※に〇（何が中核的業務に当たるか
は、同じ販売職でも個々の事業所ごとに異な
ります）

「職務の内容」は異なる

「
職
務
の
内
容
」は
同
じ

①
業務の内容（職種）

の判断

②
従事している業務
のうち中核的業務

③
責任の程度

31
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Ⅱ.「同一労働同一賃金」(派遣労働者編) [資料4]
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Ａ．法改正の主要な点
派遣労働者の「１．不合理な待遇差を解消するための規定の整備」に関連した労働者派遣法の主要な

改正点は図表 1-4 になります。その中で特に重要な点は以下の３つです。
①派遣労働者の待遇は、「派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式（以下、「派遣先均等・
均衡方式」といいます。）」、「派遣元における労使協定に基づいて待遇を決定する方式（以下、「労使
協定方式」といいます。）」のいずれかの方式によって決めることが義務化されたこと

②派遣先は派遣元に対し、派遣先の労働者であって派遣元が派遣労働者の均等・均衡待遇を図るに当
たって参考にする労働者（5 ページの「比較対象労働者」がこれに該当します。）の待遇等に関する
情報を提供することが義務化されたこと
③派遣元が上記①を遵守できるように、派遣先は、派遣料金について配慮することが規定されたこと

図表 1-4 労働者派遣法の改正前後の比較

Ｂ．「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」
では、派遣労働者の待遇を決定する２つの方式、すなわち「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」

とはどのようなものでしょうか。
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式です。基本給、賞与、
手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等、全ての待遇のそれぞれについて、派遣先の通常の労働者との
間に「不合理な待遇差」がないように待遇を決定することが求められます。
他方、「労使協定方式」とは、派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半

数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式
です。労使協定に定める「賃金」については、職業安定局長通知で示される、派遣労働者と同種の業務に
同一の地域で従事する一般労働者の平均賃金と同等以上になるように決定するとともに、昇給規程等の賃
金改善の仕組みを設ける必要があります。また、「賃金以外の待遇」（一部の待遇を除きます。）については、
派遣元の通常の労働者（派遣労働者を除きます。）と比較して「不合理な待遇差」が生じないようにするこ
とが求められます。なお、「労使協定方式」によっても、派遣先が行う一部の教育訓練及び福利厚生施設（給

改正前

派遣元に
求められる
対応

派遣先に
求められる
対応

改正後

①「派遣先均等・均衡方式」
による待遇決定

派遣先の通常の労働者との
均等待遇・均衡待遇を確保

均等待遇規定・
均衡待遇規定ともなし

（均衡待遇規定は配慮義務規定のみ）

派遣元に対し、
派遣先の労働者の賃金水準に関する
情報を提供するなどの配慮等

①「労使協定方式」
による待遇決定

一定の要件を満たす
労使協定を締結し、

当該協定に基づく待遇を確保

派遣元が①を遵守できるよう、派遣料金の額について配慮

教育訓練、福利厚生施設の利用、就業環境の整備等

②派遣先労働者の待遇に関する
情報提供

②教育訓練（第40条第２項）と
福利厚生施設（第40条第３項）に
係る部分の情報提供

又
は

　２．労働者派遣法改正のポイント

6
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１
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食施設、休憩室及び更衣室）の利用については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡が求められます。
それぞれの方式の概要は図表 1-5 の通りです。この内容については、第２部（17 ページ）でも詳しく

説明していますので、参照してください。

図表 1-5 派遣労働者の待遇決定における２つの方式

	

Ｃ．基本となる不合理な待遇差の解消の考え方
「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれの方式をとるかによって、派遣労働者と通常の労
働者との間の不合理な待遇差を解消する際の待遇決定のプロセスや比較する労働者は異なりますが、い
ずれの場合にも、図表 1-6 に示してある「均等待遇」と「均衡待遇」の考え方を理解しておかねばなりま
せん。それらは次のように定義できます。
○均等待遇：	待遇決定に当たって、派遣労働者が派遣先の通常の労働者と同じに取り扱われること、つ

まり、派遣労働者の待遇が派遣先の通常の労働者と同じ方法で決定されることを指します。
ただし、同じ取扱いのもとで、能力、経験等の違いにより差がつくのは構いません。

○均衡待遇：	派遣労働者の待遇について、派遣先の通常の労働者の待遇との間に不合理な待遇差がな
いこと、つまり、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、③その他の事情、
の違いに応じた範囲内で待遇が決定されることを指します。

図表 1-6「均等待遇」及び「均衡待遇」の根拠規定

「派遣先 均等・均衡方式」

同種の業務に
従事する

一般労働者
派遣元の通常の労働者 派遣先の通常の労働者

賃金すべての待遇
賃金以外①
（派遣元が

実施すべきもの）

賃金以外②
（派遣先が

実施すべきもの）

労働者派遣法
第30条の４
第１項第２号

労働者派遣法
第30条の４
第１項第４号

派遣先の通常の労働者

労働者派遣法
第30条の３

待遇決定の
考え方に係る
法律の根拠

比較対象の
待遇

比較対象

労働者派遣法
第30条の３

「労使協定方式」

労使協定の対象 労使協定の対象外
（派遣先との均等・均衡）

（第40条第２項の教育訓練と第
40条第３項の福利厚生施設に
係るものに限る）

均等待遇

派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配
置の変更の範囲が同じ場合は、派遣労働者であることを理由とした差別的取扱い
を禁止すること
※�均等待遇では、待遇について同じ取扱いをする必要があります。同じ取扱いの
もとで、能力、経験等の違いにより差がつくのは構いません。

均衡待遇

派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置
の変更の範囲、③その他の事情（※）を考慮して不合理な待遇差を禁止すること
※�「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」以外の事情で、個々の状況に
合わせて、その都度検討します。成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労
使交渉の経緯は、「その他の事情」として想定されています。
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Ⅲ.パワーハラスメント [資料7]
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[資料8]
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非正
規雇
⽤率

総
務
省
「
労
働
力
調
査
特
別
調
査
」
（

198
9 年
か
ら

200
1 年
度
ま
で
、
各
年

2 月
の
数
値
）
「
労
働
力
調
査
」
（

200
2 年
以
降
、
各
年
平
均
の
数
値
）
よ

り
作
成
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